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市では、『公共施設再編に関する基本的な考え方』（平成 25(2013)年３月）において、既

存施設を原則 60 年は使用することとしており、学校施設もこの方針に基づき維持管理を行

ってきましたが、最も古い学校施設は本年、令和５(2023)年に築後 63 年となり、今後連続

して築後 60 年が到来するため、計画的に更新を行う必要があります。 

教育委員会では、平成 26(2014)年度に、新たな教育課題、適正規模、公共施設として学

校に求められる機能等について検討し、『武蔵野市学校施設整備基本方針』としてまとめま

した。さらに、その方針に基づき学校施設の更新を着実かつ計画的に実施できるよう、検討

を重ね、令和２(2020)年３月に『武蔵野市学校施設整備基本計画』（以下「全体計画」とい

う。）を策定し、今後 20 年間余を見据えた目指すべき学校施設の基本的な方向性と、具体的

な施設の整備方針及び標準的な仕様を定めました。 

そして、全体計画に基づき、施設の建築年数を基本に、劣化状況などを総合的に考慮した

結果、令和４(2022)年度より、武蔵野市立第五小学校（以下「第五小」という。）及び武蔵

野市立井之頭小学校（以下「井之頭小」という。）の改築に着手することとし、令和４(2022)

年７月より、学校関係者、保護者、学区域内在住者、地域団体代表者で構成する「武蔵野市

立第五小学校改築懇談会」でご意見を伺いながら、『武蔵野市立第五小学校改築基本計画』

（以下「本計画」という。）の策定を進めてきました。 

 

 

第五小の改築事業の実施に当たっては、学校の独自性を踏まえつつ、市全体の学校施設の

整備方針、物理的余裕及び地域性等を鑑み、検討を行う必要があります。 

本計画では、第五小の改築事業を進めていく上での基本的な考え方を示すとともに、今後

第五小の設計を行うための、新たな学校施設の規模、配置及び事業スケジュール等与条件の

整理を行います。 

また、第五小の改築にあたっては、改築工事期間中（令和７（2025）～令和９（2027）

年度）、第五小の校地が狭小であり第五小校地内は仮設校舎が設置できないため、武蔵野市

立第五中学校（以下「第五中」という。）改築（令和５(2023)～令和６(2024)年度）に伴い

校地に設置されている仮設校舎に移転する必要があります。そのため、第五小改築事業と第

五中の関連及び現時点で想定される影響等についても整理します。 
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① 用途地域*：第一種中高層住居専用地域 

② 建ぺい率*：６０％ 

③ 容 積 率*：１８０％ 

④ 高度地区*：第２種高度地区 

⑤ 防火地域*：準防火地域 

⑥ 日影規制*：３時間-２時間/測定面４m 

 

 

西久保１～３丁目 

関前３丁目２～５番 

 
─  

  

N 
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全国的には人口が減少していますが、本市の人口は増加しています。これを受けて、今後

の市立小学校の児童生徒数の推計は、しばらく増加した後、なだらかに減少傾向になります。 

第五小の児童数（※１）においては、しばらく増加する傾向にあり、平成 30 年推計では、

ピークを令和 30(2048)年の児童数 675 名程度と予測していましたが、最新の令和 4 年推計

（※２）では、ピークを令和５～７(2023～2025)年の 500～550 名程度、改築後のピークを

令和９～14(2027～2032)年の 450～500 名程度と予測しています。 

最新の推計値のピークとなる児童数・学級数を基準としつつも、学区内の地域には開発事

業を行う余力が未だ残っていることから、普通教室の不足が発生しないよう施設整備を進

めます。 

 

現 在（令和４(2022)年５月１日）  ：４９３人 

ピーク（令和５～７(2023～2025)年） ：５００～５５０人 

改築後のピーク（令和９～14(2027～2032)年） ：４５０～５００人 

 

 

─ ≤ ─  

 
R４（実績）、R５以降（推計） 

（※１）児童数の推計は、第五小の学区域内対象年齢の人口に、第五小への通学状況を反映させ

て算出しています。 

（※２）推計方法の変更 
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⌐⅔↑╢  

武蔵野市浸水ハザードマップは、都が実施したシミュレーションの結果を示したもので

す。シミュレーションの想定は総雨量 690 ㎜、時間最大雨量 153 ㎜（参考：平成 17(2005)

年 9 月 総雨量 180 ㎜、時間最大雨量 95.5 ㎜（※））となっています。表示は、１辺が 10m

のメッシュ（区画）単位になっており、水深はメッシュ内において最大の水深となる地点の

データを表示しています。マップによると、第五小は校地の一部が浸水（0.1～1.0ｍ）する

想定です。 

 

 

Ɫ◙כ♪ⱴ♇ⱪ  

（※） 過去数十年経験のない記録的な豪雨により、吉祥寺北コミュニティセンターの地下部分が水没

したほか、吉祥寺北町１丁目、2 丁目をはじめ、市内各所で浸水被害が発生しました。 

  

N 



5 

─  

現在の校舎は校地北側に北校舎棟が接続して、さらに西側に西校舎棟が L 型に配置され

ています。体育館棟は西校舎に連続して南側に配置されています。また、プールは体育館棟

の南側に配置されています。 

建築年数については、北校舎棟及び西校舎棟、体育館棟、プールの全てが 50 年以上経過

し老朽化が進んでいます。 

 

番号 施  設 建築年度 構造 階数 面積㎡ 

① 北校舎棟 S35 RC ４ 2,593 

② 西校舎棟 S47 RC ４ 2,710 

③ 体育館棟 S46 RC+S ３ 1,483 

④ プール S46 CB １ 60 

○門 敷地出入口 ― ―  ― 

○ビ ビオトープ ― ―  ― 

○倉 他 倉庫等 ― ―  ― 
 

敷地内の主な植栽 
杉 ヒマラヤスギ 
桜 サクラ 
植１ 並木＋植込（サワラなど） 
植２ 樹木＋植込（サクラ、ハナミズキなど） 
植３ 植込 
植４ 並木＋植込（クヌギ、マテバシイなど） 
植５ 並木（クロマツ、サクラ、イチョウなど） 

 

構造凡例：RC=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造、CB=コンクリートブロック造 
 

►▼Ⱪ◘▬♩₈ ה ╩ⱦ☻₉כ◘ ⇔ ⅜  
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「やり取り」を重視

した授業 

̓ οχễӾᶨ π ⱪ̋ Υ῀Μχ◘ΜϞ―ΠϬˮ ϞϤ︡Ϥ β˯ϥ

ϬӪ ʾὓᵊ τ Ϊʺˮ ︠ ʾ π Μᶘό˯χםᾝϬ ◙

ΰοΜϘβ ά̒χάρΥ Ɫ̋לʾ χΰ ωΤϤπσΨ ⱪ̋ Υ῀Μ

χϢήϬ ϛ›Ξ σ ḧḩἰχἹ τϜὫό ΜοΜϘβʻ 

̓ ͏ Τϣψˮ ϞϤ︡Ϥ τ˯ᶘ יּ ЀрСв˔ЌϬᶨ ΰοΜ

Ϙβʻ 

自信と意欲を育む学

校行事 

̓֫ ᵓϞᶘὛᵓ Ј̋ϸрЖІϼ˔и χᶘ “Ⱨτ ⱪ̋ Υ︠ ʾ

Ẹ τ︡Ϥ ϛϥϢΞτΰοΜϘβʻ ρ Ϭ›ϩδοϞϤ Ϋ

ϥὊᾓϬ ΰοʺԁ ԁ χⱪ Υꜛᾪ῟ ḇϞꜛᾪ ḇϬ ϩΠ

ϥϢΞτΰʺꜛ ḇ Ϭ‰ϛꜛ ρӪ ϬӾϭπΜΦϘβʻ 

芸術科目や読書の重

視 

̓ᴝᶚϞ ᵊῬ⌠σςχὛ ᴬ ʺ ˑσ Ὓ⌠ Ϭ ϩΞ⁯῎χ

ỘϞ ᶨ Ϭ τΰʺ Τσ ϬӾϙϘβʻ 

̓ᴝᶚʾ Ῥψ◕χⱲḧ„◖ Ϭᶨ ΰο͍ʾ ͎ Τϣ ᴬ„◖Υ

ỘϬ ΰοΜϘβʻ 

自然と触れ合う活動

の重視 

（ビオトープ*、飼

育・栽培活動） 

̓ 13 τḁ ΰθРϷЕ˔Фψⱪ Υ τꜛ ρ Ϧ›Π

ϥṝ σ ᾓχ πβʻ Ψχᶘ Υᶘ ∙ρΰοᶨ ΰοΜϥιΪ

πσΨʺⱪ χἾΜρ ΰχ τϜσμοΜϘβʻ 

̓ᴸ Ϭ ΰθ ∂ χ⅝ ʺ ˢϳЂϻʾ χxⱥӾτϜ

τ︡Ϥ ϭπΜϘβʻ 

地域を大切にする子

どもの育成 

͍̓ʾ͎ χ ᶨᴬʺ͏ ӟ χ › σᶘ χⱲḧτψʺ ӽτ

νΜο ϓθϤʺ ӽχ ρḩϩμθϤβϥάρϬ ΰο᾿ χ

ӽχϢήϬ Ϥʺ τΰοΜάΞρβϥ ϬӾϚᶘ Υὓᵊή

ϦοΜϘβʻ 

吹奏楽部の活動 

̓  χ ᶚϼжУˢᴿᵰˣψʺ 61 τˮḚᶚṀϼжУ˯ρΰ

ο ΰϘΰθʻᾝ∕͏ ӟ χ 70 χⱪ Υ ΰʺᶨ ΰο

ΜϘβ Ѐ̒кЗᴴχֲốπᵰ ΰΪχם ᵓτψ╥ᴥΰοΜϘδϭΥʺ

  πχ ᵓτΰΪο τ ϭπΜϘβʻ 

ランチルーム和室と

茶道クラブ 

̓ ᾕ τḁ ΰθжрЎи˔Эψ ρע ΥΚϤϘβʻⱪע

ᴥτϢϥễע τϢϤʺᾝ∕ ψע ͎ᴝᶚעέ ρσμοע

ΜϘβΥʺ ע Φχ πψע ᴪ◙ τϢϥיּ ϼжУˢᴿ ˣ

χᶨ Υ“ϩϦοΜϘβʻ τψὃע ẋρ α Υ► ήϦοΜ

Ϙβʻ 

自慢の自校給食 

̓ӗ ʾӗ πНжрІχϢΜЮИв˔ ρ̋οϜΣΜΰΜẚ ψʺ  

χꜛ πβʻֵ ●Ϟ ԌρϜ ὀΰθֵ τḩβϥ◙ Ϭᶆᶘ

πם☼βϥσς Ӿχ Ϭם μοΜϘβʻ 

「ノーチャイム」 

̓᾿ πψЎаϱЭΥԁ ϤϘδϭʻζϦπϜ◓ςϜθκψⱲὓϬ

ᾋοꜛϣⱲḧϬ︢μθ“ ΥπΦϘβʻ ᾕ Τϣ 30 ӟ Ὃ ή

ϦοΜϥ︡ Υ ΰοΜϘβʻ 
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「やり取り」を重視した授業 運動会 

ビオトープ 展覧会 

ランチルーム前の花壇 まちたんけん（生活科） 

ランチルーム和室 自慢の自校式給食 
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⌐⅔↑╢ ≤ ─ ─ ⅎ  

今後、本章で定めた基本的な考え方、新たな学校施設の規模や位置を前提として、全体計

画による標準仕様（「学校施設整備に向けた考え方」、諸室面積基準など「計画・設計の具体

的事項」）に基づき設計を進めます。 

全体計画では、諸室面積基準のほかに空間構成のための大まかな考え方までは整理され

ていますが、設計を進めるためには、この考え方をより具体的に整理する必要があり、これ

を『武蔵野市立第五小学校改築基本計画』として取りまとめます。 

設計段階では、このコンセプトのもと、諸室面積基準に基づき必要な諸室を配置し教育空

間を構成するとともに、設備や構造等についても具体的に検討します。その際、本市の学校

施設として備えるべき標準的な事項（標準化）と、各学校の特徴を活かす事項を整理して検

討することが大切です。 

 

ᵑ ╩ ╢  

これまで、武蔵野市教育委員会では新たな教育課題、学校の適正規模、地域の公共施設と

して学校施設に求められる機能などについて学識経験者や学校関係者による委員会で検討

した結果を『武蔵野市学校施設整備基本方針』（平成 27（2015）年５月）及び『武蔵野市学

校施設整備基本計画（全体計画）中間のまとめ』（平成 29（2017）年２月）として公表しま

した。さらに、目指すべき学校施設の基本的な方向性と、具体的な施設の整備方針及び標準

的な仕様を定めるため、学識経験者や学校関係者による委員会で検討し、全体計画を策定し

ています。 

 

これらの計画にも記載されているとおり、学校改築において重要な視点の一つに「公平な

教育環境」があります。公立の小学校であり、居住地で通う学校が決まる指定校制を敷いて

いることから、児童は原則として通う学校を選択することができません。どの学校に通うこ

とになったとしても、一定の機能を満たす空間の中で教育を受けられるよう、可能な限り全

ての学校で公平な教育環境を整えていく必要があります。 

 

また、空調や換気、照明、水回りなどの設備の性能、耐震性などの構造の性能についても、

公平な教育環境確保のため、一定の標準化が必要です。さらに、設備・構造については、今

後の財政見通しも鑑み、改築後の維持修繕の効率化、将来の教育的ニーズへの対応や複合化*、

多機能化の観点からも、標準的な考え方で学校改築を進める必要があります。同様に、防災

機能、防犯・安全、バリアフリー*、ユニバーサルデザイン*、環境配慮などの考え方や防水

や断熱などの建物性能に関わる整備の考え方についても、公平な教育環境整備、効率的な維

持管理の観点から、一定の標準化を推進する必要があります。 

 

このため、全体計画に定められている「学校施設整備に向けた考え方」を具体化するもの

として、これらの標準化を推進すべき事項を整理することとします。 
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ᵒ ─ ╩ ⅛∆  

一方で、全体計画では、学校は地域の核として、「地域に調和し愛される施設を目指し、

地域の歴史及び伝統、景観、住環境等と調和し、児童生徒・地域の住民から永く愛される施

設を目指す」こととしています。そのため、「武蔵野市立第五小学校改築懇談会」を開催し、

第五小学校の特徴、地域コミュニティ、福祉、防災といった多様な観点からの議論を経て、

本計画を策定しました。この中で記載する第五小学校の特徴、第五小学校敷地の立地特性や

敷地形状を踏まえた設計の考え方を「第五小学校の特徴を活かした整備方針」として整理す

ることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公平な教育環境 【標準化】教育空間の考え方 

改築後の効率的な維持管理 

将来の複合化・多機能化 

【標準化】 

設備・構造計画の考え方 

防災機能の考え方 

環境配慮の考え方 

防犯・安全対策の考え方 

バリアフリー・ユニバーサル 

デザインの考え方 

 

地域性・各学校の特徴 

・敷地形状・立地特性 

第五小学校の特徴を活かした 

整備方針 

将来の教育的ニーズに対応 

（空間の可変性） 

武
蔵
野
市
学
校
施
設
整
備
基
本
方
針
（
平
成
27

年
５
月
） 

武
蔵
野
市
立
第
五
小
学
校
改
築
基
本
計
画
（
令
和
５
年
策
定
） 

武
蔵
野
市
学
校
施
設
整
備
基
本
計
画
（
令
和
２
年
３
月
） 
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─ ⅎ  

令和２年２月に策定した『第三期武蔵野市学校教育計画』では、今までも大切にしてきた

「生きる力」を育む教育を一層推進するとともに、子どもたちが様々な変化に主体的に向き

合い、他者と協働して課題を解決していく力などを十分に身に付けられるよう、教育活動を

展開していくことを基本理念としています。これを踏まえ、全体計画では、未来を見据えた

学校施設整備の方針の一つとして「学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びがで

きる施設」を掲げています。 

また、文部科学省による『新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について 最終

報告（令和４年３月）』では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向け、柔軟

で創造的な学習空間を実現する」ことが重要であると示されました。「学校施設全体を学習

に利用するという発想に立ち、児童生徒の主体的な活動を喚起し、求められる学び・活動の

変化に柔軟に対応できる空間」を整備していくことや、空間の位置づけ等を考慮しつつ、学

習空間を適切に組み合わせ、相互の連続性・一体性を確保していくことが重要であるとされ

ています。 

これらの方針やこれからの学びの在り方を踏まえて、市として整備を進めるべき教育空

間の考え方を整理しました。 

 

ᵑ ה ╕╦╡ 

¶ 新学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の推進から、従来の「教え

るための教室環境」から「学ぶための教室環境」への転換が求められています。 

¶ 一斉指導による学習以外に、チームティーチング*による学習、個別学習*、習熟度別・

少人数指導*による学習、グループ学習*、一人一台端末*の導入など、学び方が多様化

しています。 

¶ 普通教室については、多様な学習内容・学習形態及び児童の主体的な活動を支援し、

豊かな創造性を発揮できる空間として計画します。 

¶ 小学生は普通教室を中心に学びが展開されるため、普通教室まわりに拡張性、可変性

をもたせ「可変空間（オープンスペース）」を計画し、個別最適な学びと協働的な学び

に柔軟に対応できる空間とします。 
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ᵒ ꜝכ♬fi◓◖⸗fi☼* 

¶ 学校図書館*は、読書センター、学習センター、情報センターとしての機能を持ち、こ

れらの機能が発揮され、「学校教育の中核」としての役割も果たすことが期待されてい

ます。 

¶ 主体的で探究的かつ協働的な学習活動を支援する場として、学校図書館の機能に、Ｉ

ＣＴ*機器を活用できる環境を兼ね備えたラーニングコモンズを整備します。 

¶ 児童の調べ学習や自主的・自発的な学習が展開されやすいよう、ラーニングコモンズ

はどの教室からも利用しやすい学校の中心に、開放的に計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『コモンズ』とは 

“集まる場所”、“共有する広場”を意味し、“児童の自主的・主体的な活動を促す場”とい

う意味も含みます。 

 

 

ᵓ ה ╕╦╡ 

¶ 複数の教員等の指導など多様な学習形態への対応及びラーニングコモンズ等との連携

を考慮し計画します。 

¶ 特別教室の配置にあたっては、各教科の特性に応じて配置するだけでなく、教科等横

断的な学習への対応も検討します。 

¶ 現状では授業時間外は施錠され、使用する学年も限定されている特別教室ですが、全

ての児童に教科ごとの特徴ある活動が見え、気配を感じることができるスペースとし

て、特別教室前に開放的に「特別教室コモンズ」を整備します。 
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ᵔ ╩╝╢╛⅛⌐≈⌂← ┘─  

学校空間を構成する主な要素である普通教室、特別教室、ラーニングコモンズ、これ

らを適切に組み合わせ、重ねながら、ゆるやかにつなげることで、校舎全体を学びの場

として整備していきます。 

開放的なラーニングコモンズを中心に配置することで、学びとの出会い・興味・楽し

さを生み出すとともに、交流・刺激・遊びを誘発することが期待できます。さらにラー

ニングコモンズからオープンスペース、普通教室へと連続した学びと、ラーニングコモ

ンズから特別教室コモンズ、特別教室へと連携していく学びといった、多様な学びの空

間を連続して配置していくことで、児童自ら学びの場を選ぶことができ、主体的な学び

を促します。 

そして、階段、吹き抜けが各フロアをつなぎ、学校全体を学びの空間として連続させ、

縦にも横にも空間をつなぐことで、見る・見られる関係から、自発的な学びを促すよう

な空間を目指します。 

また、全体をつなげるだけでなく、多様な学びに対応して空間を拡張・分割できる柔

軟性・可変性をもたせたり、個人で集中できる小空間を設けたりすることで、個別最適

な学びと協働的な学びの一体的な充実の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

学びの空間概念図 
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基本方針とは、改築校の特徴や伝統、文化を活かしながら、改築事業によって施設が目指

す方針です。第五小で掲げている教育目標、学校の特色、児童・保護者・教職員アンケート

結果、懇談会での意見を踏まえ、市教育委員会の教育理念と照らし合わせて第五小の基本方

針とします。 

 

¶ 知・徳・体をバランスよく育み、未来にわたって自ら学び続ける力を育む施設 

知・徳・体にわたる「生きる力」を育み、将来どのような課題や社会情勢の変化が

あっても、能動的に学び続け、自らの人生を切り拓くことのできる力を育む施設を目

指します。 

 

¶ 子どもたちの「元気」「本気」「根気」であふれる校風を、地域とともに支える施設 

第五小の教育目標である「気」のあふれる学校を支えるには、「社会に開かれた教育

課程」の理念のもと、地域の方とともに子どもを育てていくという視点が大切です。

温かな地域とともに子どもの「気」を育む施設を目指します。 

 

¶ 児童の自主性を育み、異学年交流の文化を継承する施設 

第五小の特徴的なノーチャイム制度と、異学年交流の文化を継承していく施設を目

指します。 

 

 

  
全体計画では、『第三期武蔵野市学校教育計画』で示した学校教育の基本的な方向性を踏

まえて、「学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びができる施設」「安全でゆとり

のある施設」「地域のつながりを育てる施設」を方針として掲げています。 

次年度以降に進める設計に反映させるため、全体計画の方針を基本とし、学校関係者や懇

談会の意見を基に、全体計画の具体化や第五小がこれまで行ってきた教育活動や活動を支

える施設などの独自性を踏まえ、第五小の整備方針とします。 

 

─ ╩ ⅛⇔√  

¶ 児童の自主性を育むため、ノーチャイム文化を引き継ぎ、生かせる空間構成を検討します。 

¶ 児童の知的好奇心や探究心を育むため、伝統あるビオトープの保存に努めます。 

¶ 緑豊かな環境を生かすため、ヒマラヤスギや桜を含む既存樹木の保存に努めます。 

¶ 東西どちらの道路からもアクセスしやすい動線計画を検討します。 

¶ 地域の魅力的な景観づくりと安全な歩行環境に寄与するため、五小通り沿いの整備を計画

します。 

¶ 多様な災害に備えて、ハザードマップの浸水想定にも対応した設えを検討します。 
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╛ ─ ⌐ ⇔⁸ ה ⌂ ┘⅜≢⅝╢  
ᵑ ה ╕╦╡ 

¶ すべての普通教室には、通路スペースを確保した上で、多様な学びを展開できるオー

プンスペースを隣接して配置します。 

¶ 普通教室とオープンスペースの間は可動式間仕切りで区切り、活動に応じて閉じた教

室としても、開放して一体的に利用することもできる設えとします。 

¶ 可動式間仕切りは、容易に安全に開閉できる仕様とします。 

¶ オープンスペースは、天井・壁への吸音材の整備や、可動間仕切りの整備、家具の配

置の工夫により、音環境や温熱環境の最適化を図ります。 

¶ ランドセルロッカーは可動式とし、活動に応じて教室空間を拡張して使うことができ

るよう計画します。 

¶ 可動式の家具は児童の安全に配慮したものとし、転倒しない形状や、フランス落とし

等を用いた固定方法を工夫します。 

¶ 新ＪＩＳ規格の机*の使用を前提としてレイアウトを検討するとともに、児童の持ち

物の大きさや量に合わせた家具のサイズや配置を検討します。 

¶ 限られた壁面について、板書、映像の投射、掲示物の貼付けなど、表現の場として最

大限に活用できるよう検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ  
ṇ  

 ṇ 

 

 

【オープンスペースの整備イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ  
ṇ  

【オープンスペースを拡張した利用例】 【教室空間を拡張した利用例】 
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ᵒ ꜝכ♬fi◓◖⸗fi☼ 

¶ 日常的に滞在したくなる、くつろいで自発的に読書を楽しめるような魅力的な空間と

します。 

¶ 低学年用読み聞かせスペースなど、発達段階に応じたスペースを整備します。 

¶ ＩＣＴ機器を活用できる環境を整備します。 

¶ グループ学習や自習等にも使用できる多目的室を併設します。 

 

ᵓ ה ╕╦╡ 

¶ 特別教室（理科、音楽、図工、家庭科）は、十分な水回りや収納、掲示スペースに配

慮しながら、児童の作業に支障のない広さを確保した計画とします。 

¶ 各特別教室には、教科の準備や教材等の保管のための準備室を設けます。 

¶ 特別教室コモンズは、各教科に関連した書架や特徴ある展示を行うなど、児童の興味・

関心を喚起する計画とします。 

¶ 特別教室コモンズは開放的な設えとし、児童の目につきやすく、気軽に立ち寄れる場

とします。 

 

ᵔ * ⁸  

¶ 全学年が通級することを踏まえ、通いやすい階に設けます。 

¶ 小集団活動室と個別指導室は近接して配置します。 

¶ 音に過敏な児童に配慮し、音楽室などの大きな音の出るスペースから離して配置しま

す。 

¶ 児童が授業に集中できるよう、教室から校庭が見えない室配置を工夫します。 

¶ 視線に敏感な児童に配慮し、廊下からの視線を感じさせない設えを工夫します。 

¶ 個別指導室は、周囲に気兼ねせず出入りすることができるよう、外部からも直接登校

できる教室配置を検討します。 

¶ 小集団活動室は、インクルーシブ教育*を推進するため、ラーニングコモンズと一体的

に使用することもできる設えを検討します。 

¶ 特別支援教室外で、児童が気持ちを落ち着かせることができる居場所（クールダウン

スペース）を各階に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ṇ  
 

 

 

ゾーニング 
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≢╝≤╡─№╢  
ᵑ  

○ 屋内運動場*（体育館） 

¶ 避難所としても利用されるため、円滑に移動できるよう、地上１階に整備します。 

¶ 床材は、避難所としての利用も踏まえ、コストも勘案しながら最適な材料を検討しま

す。 

¶ トイレ等の水回りや更衣室へアクセスしやすい動線を計画します。 

 

○ 校庭 

¶ 校舎の日影の影響が極力少なく、一年を通して使用に支障がないように配置するとと

もに、水はけにも配慮した整備を行います。 

¶ 学校周辺への砂ぼこり対策として、散水設備や緩衝緑地整備などの工夫を行います。 

¶ 日差しを避けて休憩できる場所を設置します。 

¶ 学級園を校庭もしくは屋上に設置します。 

¶ 体育倉庫を設置します。 

¶ 校庭からアクセスしやすい位置にトイレを設置します。 

¶ 既存のビオトープを極力保存し、劣化状況に応じて修繕や改修を検討します。 

¶ うんてい、鉄棒、砂場を設置します。その他の遊具については、安全性に配慮して遊

具の選定と配置を検討します。 

¶ 校庭のどこからでも見やすい位置に時計を設置します。 

 

ᵒ  

¶ 職員室は校庭全体を見渡すことができ、直接出入りできる１階に設置します。 

¶ 「チーム学校*」として一体的な学校運営を行うため、情報共有やコミュニケーション

を図ることができる環境として、管理諸室を一体とした校務センター方式*を検討し

ます。 

¶ 執務スペースとしての基本的な機能及び安全衛生に配慮することを前提とし、打ち合

わせスペース、休憩スペース、給湯スペースを整備します。 

¶ 児童が立ち寄りやすく、気軽に先生に相談ができる場として「教えてコモンズ」を職

員室に近接して設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 
ṇ 

נּ  

  
 

 

 

ゾーニング 
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ᵓ  

¶ 第三期武蔵野市学校教育計画に基づき、給食の自校調理施設を学校内に設置します。 

¶ 文部科学省の『学校給食衛生管理基準』に基づいた仕様とします。 

¶ 搬入車両が出入りしやすい動線を計画します。 

¶ 搬入口と児童の動線を分離します。 

 

ᵔ ה ─ ⅎ  

̓ ὓᵊχ―Π  

¶ 校舎には空調設備、換気設備を適切に設置します。 

¶ 体育館は避難施設であることを踏まえ、断熱を徹底したうえで空調設備を設置します。 

¶ メンテナンスを必要とする設備配管は、授業時でも容易に点検や更新を行うことがで

きるように計画します。 

 

̓   ὓᵊχ―Π  

¶ 階高を抑えながら天井高さをできる限り確保できる構造形式を検討します。 

¶ 将来の人口減も見据えて、空き教室を他の用途の室に容易に転用することができるよ

う、スケルトン・インフィル*とします。 

¶ 避難所としても供される学校施設として、建築基準法の要求する一般耐震レベルから

1.25 倍に向上させた耐震性能を目標とします。 

¶ 付属施設や非構造部材*も含めて、十分な耐震性能を確保します。 

 

ᵕ ה  

¶ 敷地内に死角をなくす工夫を行います。 

¶ 敷地内の歩車分離を図ります。 

¶ 開放ゾーンと学校ゾーンを区分できるようにします。 

¶ 機械警備、門扉の電子錠、防犯カメラ、校内内線電話、学校 110 番*を設置します。 

¶ 事務室等の配置を工夫し、不審者の侵入抑止に努めます。 

¶ 屋外活動を見守るため、校庭を見渡すことができる位置に職員室を配置します。 

¶ 保健室は校庭から直接出入りでき、緊急車両がアクセスしやすい場所に配置します。 

¶ 学校内にあるすべての施設・設備について、児童の多様な行動を想定し、十分な安全

性を担保します。特に、事故の危険性が高い箇所（昇降口、吹き抜け、階段の踊り場

など）は安全性を重視した分かりやすい構造とします。 

¶ 学校外の方も含めたあらゆる利用者を想定し、関係者と協議しながら設計します。 

¶ 校舎の浸水対策として、止水板等の設置を検討します。 

 

ᵖ ─ ⅎ  

¶ エネルギー効率の良い設備機器や節水型器具の導入に加え、日射遮蔽や断熱、自然採

光や自然通風、雨水、地熱の活用など、パッシブ*でできることを検討します。 

¶ Low-E 複層ガラス*の採用や高断熱化などにより、空調エネルギーを最小化すること

を検討します。 
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¶ バルコニー等の深い軒庇で日射を遮り、空調負荷を低減することを検討します。 

¶ 校舎全体が環境を学ぶ教材となることを目指します。 

¶ 既存の樹木をなるべく残し、『東京における自然の保護と回復に関する条例（略称 自

然保護条例）』、『武蔵野市まちづくり条例』に基づき、緑化を推進します。 

¶ 『武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効活用の推進に関する条例』に基づき、雨水流

出抑制に努めます。 

¶ 自立運転機能付きの太陽光発電設備を導入します。 

¶ 多摩産材の活用について、補助制度の活用を踏まえ、検討します。 

 

 

 

ᵗ Ᵽꜞ▪ⱨꜞהכꜚ♬Ᵽכ◘ꜟ♦◙▬fi 

¶ 『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー新法）』

に基づいて、エレベーター、階段等への両側手すり、スロープ等を設置し、すべての

児童、教職員等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるようにします。なお、

エレベーターの運用については、学校運営の中で検討します。 

¶ 屋内運動場や開放用多目的室等、地域開放する諸室は１階に集約配置し、地域開放利

用者が容易にアクセスできる計画とします。 

¶ 校門から昇降口、利用居室、トイレ、エレベーターを段差なしに移動できる経路を設

定し、滑りにくい素材とします。 

¶ 敷地内に車いす利用者の駐車場を設け、建物まで段差のない経路を確保します。 

¶ 多様な性のあり方への対応も踏まえたトイレを計画します。 

¶ 地域利用も想定される１階のバリアフリートイレ*には、ベビーチェア、オストメイト

パック*や大人用ベッド*を併設します。 

¶ 手洗い・水飲み場は、車いすでも利用可能な設えとします。 

¶ 案内サインは大きく見やすいものとし、誰にでも分かりやすく迷わないデザインを計

画します。 

¶ 一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた指導・支援の実施を考慮した施設として、バリ

環境配慮のイメージ例 
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アフリー対応やユニバーサルデザインの採用に加え、障害の有無にかかわらず、安全

かつ円滑に学ぶことができるよう計画します。 

 

─≈⌂⅜╡╩ ≡╢  

ᵑ ≥╙ * 

¶ 地域子ども館（あそべえ*、こどもクラブ*）は学校内に設置します。 

¶ あそべえ、こどもクラブは近接して配置します。 

¶ こどもクラブの各育成室はまとめて配置します。 

¶ 学校と管理区分を分けることができる配置とします。 

¶ トイレ等、水回りへアクセスしやすい動線とします。 

¶ 校庭で使用する遊び道具等を収納できる倉庫を設置します。 

¶ 管理スペースとして、地域子ども館内に事務室、静養室兼更衣室、ミニキッチンを設

置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᵒ  

¶ 防災倉庫及び備蓄倉庫を屋内運動場に近接して設置します。 

¶ 校庭及び地域開放エリアの屋内運動場、開放用多目的室、家庭科室は、「武蔵野市地域

防災計画」に規定される避難所として必要な機能を満たし、障害者、高齢者、妊婦等

の要配慮者の利用、及び災害時の炊き出しの実施を想定した施設を計画します。なお、

避難所としての開放規模は、各学校の状況に応じ、可能な限り対応するものとします。

また、教育活動の早期再開が可能となることも考慮に入れて計画します。 

¶ 屋内運動場とマンホールトイレなどは、防災機能を担う諸室、設備と連携しやすい配

置とします。 

¶ 開放用多目的室を屋内運動場に近接させ、「おもいやりルーム*」として利用できるよ

うにします。 

¶ 自立運転機能付きの太陽光発電設備を導入し、災害時にも利用できるようにします。 

¶ ライフライン復旧までの間、炊き出し釜の使用場所としても利用可能な、屋根付きの

屋外空間の配置を検討します。 

¶ 屋根付きの駐輪場や屋外空間を整備し、災害時にはペットの避難スペースとして活用

できるようにします。 

¶ 災害時の物資の荷捌きスペースを適切な位置に確保します。 

 

 

 

טּ  
 נּ

כֿ
 

 

 
 
 

 
 

ゾーニング 
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ᵓ ה  

¶ 開放エリアと学校エリアを適切にゾーニング*します。 

¶ 屋内運動場近傍に開放諸室を集約し、使いやすさ、管理しやすさに配慮します。 

¶ 開放用の多目的室は、地域のコミュニティルームとして活用できるよう開放エリア内

に整備するとともに、授業での利用も想定した配置とします。 

¶ 外部からの出入り口には開放管理室を設けて、学校との管理区分を明確に分離するな

ど、学校開放の運営管理が行いやすい施設とします。 

¶ 今後、多様な地域人材が教育活動に参画することを想定し、諸室の配置や動線を計画

します。 

¶ 家庭科室は、災害時（ライフライン復旧後）に炊き出しの場として利用できるよう、

地域開放エリアと学校エリアの間に整備します。 
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─  

敷地面積 9,710 ㎡ 

延床面積* 約 10,000  

階  数 地上４階建て 

高  さ １４ｍ 

構  造 鉄筋コンクリート造 

 

 

普通教室（普通教室、習熟度別学習室、多目的室） 

特別教室（理科室、音楽室、図工室、家庭科室） 

ラーニングコモンズ（学校図書館、多目的室） 

管理諸室（事務室、校長室、応接室、主事室、職員室、印刷室、大会議室、 

職員更衣室、倉庫、保健室、教育相談室*） 

特別活動・生活諸室（児童会室、放送室、児童更衣室、リフト室） 

共用諸室（トイレ、倉庫、教材室等） 

特別支援諸室（特別支援教室小集団活動室、特別支援個別指導室、個別支援教室） 

ＰＴＡ・地域（地域連携室、多目的室（開放用）、開放管理室） 

付属施設（給食調理室、地域子ども館あそべえ、こどもクラブ（学童）） 

体育施設 （屋内運動場、器具庫、更衣室、トイレ、（プール）） 

防災施設 （防災倉庫、備蓄倉庫等） 

 

 

※現時点で想定している工程のため、今後の設計の中で変更する可能性があります。 

  

設計

工事

児童 第五中敷地内の仮設校舎第五小　既存校舎

令和10年度～

基本計画 基本設計

令和４年度 令和５年度 令和６年度

新築工事

第五小　新校舎

解体工事

令和７年度

実施設計

令和８年度 令和９年度



25 

 

校舎の位置を北西・北・南にそれぞれ配置した４案を候補とし、改築懇談会での議論、近

隣住民へのアンケートを踏まえた結果、周辺環境が大きく変わらないこと、新しい時代の教

育環境をレイアウトできること、校庭の大きさと日当たりの良好さなどから、既存校舎配置

に近い北西に配置する計画とすることにしました。 

令和５年度からはじまる基本設計の中で、さらに詳細を具体化していきます。なお、この

計画案は施設のおおまかな配置を示すものです。設計の中で変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

・敷地北側と西側にＬ字型状に校舎及び体育館を配置し、南東側に明るく整形な校庭を確

保します。 

・体育館を含む地域開放諸室を北側にまとめて配置します。 

・東西どちらの門からもアクセスがしやすいように、校舎内に通り抜けができる半屋外空

間（通り抜け通路）を設けます。 

・既存の雨水浸透貯留槽を活かした改築計画とします。 

・校庭は既存と同等の広さを確保し、１２０m トラック及び５０ｍ直線走路を確保します。 

・ビオトープは既存と同位置に保存します。 

 

  

第五小学校 配置計画案 
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≤─  

第五小は校地が狭小であることから、校地内で改

築工事を行いながら校庭を確保することが困難であ

るため、工事期間中（令和７(2025)～9(2027)年度）、

第五中改築に伴い校地内に設置した仮設校舎に仮移

転します。 

仮設校舎は空調設備を完備し、音についても二重

窓にするなど、児童が安全で快適な学校生活を送る

ことができるよう、配慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⌐╟╡ ↕╣╢ ≤  

第五小が第五中に仮移転することにより、一部の児童の通学距離の延長や通学路の変更

が発生します。児童の安全を確保するために、通学時間帯に合わせてスクールバスの運行

を検討しています。 

また、同敷地内に小学校と中学校が共存するため、施設の使用等において調整をしなけ

ればならなくなることが想定されます。 

これらの課題に対し、小中学校と調整を行いながら、より良い教育環境を確保するため

の対策を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►▼Ⱪ◘▬♩₈ ה

╩ⱦ☻₉כ◘ ⇔≡ ⅜  

─  

 ⅛╠ √  

実線：第五小の学区域 

破線：通学距離シミュレーション 

徒歩時間は小学校低学年の歩行速度を

50m/min と仮定し、信号待ち時間 

(５分)を加算して徒歩時間を算出 

 

≤ ─  

►▼Ⱪ◘▬♩₈ ₉╩ ⇔ ⅜  
 

 

約1.5㎞ 
徒歩約35分 

 

N 

N 
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ⱪכꜟ─ ⌐≈™≡ 

今後改築する予定の学校の中には、敷地面積が狭いことから校地内にプールを設置するこ

とが難しい学校があります。また、近年、猛暑や天候不良により計画的な水泳指導が難しく

なっており、さらには、水泳指導や維持管理に係る教員への負担や、経年劣化による維持修

繕が課題となっています。 

改築後の第五小へのプールの設置については、改築懇談会での議論及び児童、保護者、教

職員アンケート等を実施し、今後も学校関係者や懇談会の意見を聞きながら、教育委員会で

決定していきます。プールを設置しない場合、水泳授業については、武蔵野温水プールまた

は民間の屋内温水プールで実施することを想定し、物理的な可能性と費用対効果について検

討していきます。 

 

〇 プール設置のメリットとデメリット 

 メリット デメリット 

自校プー

ル設置 

・移動時間がかからない。 

・全校統一的な対応が取りやすい。 

・ランニングコストを抑えられる（バ

ス運行料や施設使用料は不要）。 

・猛暑や天候不良により計画的な水泳

指導が難しい。 

・教員が水質管理や水位調整を行う必

要がある。 

・屋外のため、天候により寒い、プー

ルの水が冷たい。 

・屋上プールは漏水リスクが若干ある

（技術の進歩と適切な保守でリスクは

低減可能）。 

・イニシャルコストがかかる。 

校外プー

ル利用 

・天候に左右されず、計画的に水泳指

導を実施できる。 

・寒さや水の冷たさはない。地球温暖

化に伴う紫外線などの影響も抑制でき

る。 

・最小のコストで専門インストラクタ

ーの指導を受けることができる。 

・教員による施設管理が不要になる。 

・イニシャルコストを縮減できる。 

・移動時間がかかる。 

・使用時間が限定される。 

・施設側の状況により使用できなくな

る場合も想定される。 

・ランニングコストが高い（バス運 

行料や施設使用料がかかる）。 
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第五小は仮設校舎使用期間中（令和７年～令和９年度）、第五中の敷地を共用して使用す

ることとなりますが、水泳授業については、第五中のプールではなく武蔵野温水プールまた

は民間の屋内温水プールで実施することを予定しています。 

 

〇 既存の第五中プールを共用できない理由 

①屋外プールのため、使用できる期間が限られており、小中学校が共用すると、夏の期間

に必要な水泳授業時間数を実施できないため。 

②プールの水量を少なくし、水深を低くした場合でも、プールサイドまでが高く、児童が

プールサイドに上がることが困難なため。 

 

〇 移動について 

 貸切バスによる移動を検討しています。 
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（設置） 

第１条 武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき武蔵野市立の小学校及び中学校（以下「学校」

という。）を改築するにあたり、武蔵野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が改築す

る学校（以下「改築校」という。）の基本計画（以下「改築基本計画」という。）の策定及び設

計を行う過程で、学校関係者、保護者、地域住民等の意見を聴きながら事業を進めるため、改

築校ごとに学校改築懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（所管事項） 

第２条 懇談会は、教育委員会が策定する改築基本計画及び改築基本計画に基づく設計に対し

て、次に掲げる事項について意見を述べることができる。 

 (1) 武蔵野市学校施設整備基本計画、改築校の校地の条件、独自性、地域性等を踏まえた、

改築にあたっての理念及び基本的な考え方に関すること。 

(2) 改築校の校地の条件による課題及びその対応に関すること。 

(3) 改築校の校舎の配置に関すること。 

(4) 改築校に整備する教室その他の必要な施設及びその配置に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、改築基本計画の策定及び設計のために検討が必要な事項 

（構成） 

第３条 懇談会は、別表に掲げる者及び同表に掲げる職にある者をもって構成し、教育委員会が

指名する。 

（座長及び副座長） 

第４条 懇談会に座長及び副座長各１人を置く。 

２ 座長は、改築校の校長をもって充て、副座長は委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は会務を総括し、懇談会を代表する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、指名の日から改築校に関する実施設計が終了した日までとする。 

（会議） 

第６条 懇談会の会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 懇談会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（謝礼） 

第７条 委員の謝礼は、日額12,000円とする。 

（事務局） 

第８条 懇談会の事務局は、教育部教育企画課に置く。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇談会について必要な事項は、武蔵野市教育委員会教育

長が別に定める。 
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付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

付 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第３条、第５条、第７条及び別表の規定は、この要綱の適用の日以後に設置され

る懇談会について適用し、同日前に設置された懇談会については、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、令和４年９月８日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

校長 

副校長 

ＰＴＡを代表する者１人 

開かれた学校づくり協議会を代表する者１人 

小学校の場合 学区を所管する青少年問題協議会地区委員会を代表す

る者１人 

中学校の場合 学区内の小学校の学区を所管する青少年問題協議会地

区委員会を代表する者各１人 

学区をコミュニティ区域とするコミュニティ協議会を代表する者１人 

学区を所管する民生児童委員を代表する者１人 

学区を所管する地域福祉活動推進協議会を代表する者１人 

改築校を拠点とする避難所運営組織を代表する者１人 

小学校の場合 学区内に在住する未就学児の保護者１人 

中学校の場合 学区内の小学校の児童の保護者各１人 

学区内に在住する18歳以上の者１人 

改築校を拠点とする学童クラブ連絡協議会を代表する者１人 

改築校を拠点とする地域子ども館を代表する者１人 
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ה   

 

ₔ ᵓӦԌ                 （敬称略、五十音順） 

♃   

鈴木 恒雄（座長） 第五小学校校長 

越前 信 第五小学校副校長 

榎本 茂子 民生児童委員第五小学校区代表 

大川 あい 第五小学校学童クラブ連絡協議会代表 

金子 知子 青少年問題協議会第五地区委員会代表 

相良 郁枝 第五小地域子ども館館長 

竹浪 隆良 第五小学校区在住者 

堤 則允 第五小学校区在住未就学児保護者 

濱口 智行 第五小学校ＰＴＡ代表 

林 りさ 

 

西久保福祉の会代表 

藤井 陽子（副座長） 第五小学校開かれた学校づくり協議会代表 

藤田 宜久 

 

第五小学校避難所運営協議会代表 

松坂 誠治 

 

西久保コミュニティ協議会代表 

 

 

Ⱨ ộˢễӾ ˣ 

♃   

西館 知宏 教育企画課学校施設担当課長 

木村 浩 教育企画課副参事 

井上 保 教育企画課課長補佐 

深見 操（～令和４年９月） 教育企画課課長補佐兼財務係学校改築担当係長事務取扱 

齋藤 学（令和４年10月～） 教育企画課課長補佐兼財務係学校改築担当係長事務取扱 

松本 友理奈 教育企画課財務係主任 

増田 裕介（～令和４年９月） 教育企画課財務係主任 

雲川 真帆（令和４年10月～） 教育企画課財務係主事 

渡邉 里佳 教育企画課財務係主事 
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 開催日 主な内容 

第１回 令和４年 

７月 26 日（火） 

（１）懇談会の運営について 

（２）今後の予定 

（３）学校施設整備基本計画について 

（４）小学生の学校生活 

（５）第五小学校について 

（６）改築基本計画について 

（７）敷地の概要について 

（８）仮設校舎への通学手段検討のためのアンケートについて 

第２回 ９月 29 日（木） （１）学校の特徴、地域性について 

（２）改築にあたっての考え方（コンセプト）について 

（３）配置案について① 

（４）仮設校舎への通学手段検討アンケート結果 

（５）学校プールについて① 

第３回 10 月 31 日（月） （１）教育の変化とオープンスペースの必要性 

（２）基本方針案・整備方針案について 

（３）配置案について② 

（４）仮設校舎への通学手段について① 

（５）学校プールについて② 

第４回 11 月 30 日（水） （１）ラーニングコモンズと学校空間の考え方について 

（２）整備方針について① 

（３）配置・ゾーニング及び近隣アンケート案について 

（４）仮設校舎への通学手段について② 

（５）改築基本方針構成案について 

第５回 12 月 21 日（水） （１）近隣アンケート結果及び配置・ゾーニング案について 

（２）改築基本方針について 

（３）整備方針について② 

（４）改築基本計画素案について 

第６回 令和５年 

１月 30 日（月） 

（１）オープンハウスの報告について 

（２）改築基本計画案について 

（３）仮設校舎使用期間中の水泳授業について 

第７回 ３月 29 日（水） 

（予定） 
改築基本計画（案） パブリックコメント報告 
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 ─ ≠ↄ╡▪fi◔כ♩  

 

ủ ▪fi◔כ♩ 

（１）実施概要 

 実施期間：令和４年９月６日（火）～９月９日（金）の期間中、授業時間内に実施 

 対  象：第五小に通学している全児童（１年生から６年生） 

 方  法：各クラスの教室内や廊下にアンケート模造紙を掲示し、シールや付箋を使って児童が

任意で回答する。 

 内  容：「学校の好きな場所にシールを貼ってください。（ひとり４つまで） 

      特に貼った理由を書きたい人は付箋に書いて貼ってください。」 

 配 布 物：アンケート模造紙 配置図（校庭や遊具等、屋外に関する回答） A1 サイズ 

      アンケート模造紙 各階平面図（教室や廊下等、屋内に関する回答） A1 サイズ 

      笑顔シール、付箋 

 

（２）結果 

 全 体：1664 票 

 第１位：体育館（218 票） 

 第２位：図書室（188 票） 

 第３位：ブール（147 票） 

 

 屋 外：619 票 

 第１位：ブール（143 票） 

泳ぐのが気持ちいい、いろいろな泳ぎを練習できる 

 第２位：ビオトープ（135 票） 

自然・生き物がたくさん、メダカがいる 

 第３位：ヒマラヤスギ（85 票） 

大きい、五小のシンボル 

 

 屋 内：1405 票 

 第１位：体育館（218 票） 

     運動が好き、道具がいろいろある 

 第２位：第一図書室（188 票） 

     読書が好き、落ち着く、一人でも楽しい 

 第３位：自分たちの教室（126 票） 

     広くて景色がいい、落ち着く、友達がいる 

  



36 

ủ ▪fi◔כ♩ 

実施期間：令和４年９月５日（月）～９月９日（金） 

対象者数：492 名 

回答方法：ウェブ 

回答者数：93 名（回答率 19％） 

 

─ ⅝⌂ ( ⇔√™ )│≥↓≢∆⅛  

第１位(56 票) ビオトープ 

第２位(５票) ヒマラヤスギ 

第２位(５票) ランチルーム 

その他：桜(4)、給食室(2)、地下広場(2)、遊具(2)、学童・あそべえ(2)、校庭、体育館、音楽室、

屋上、飼育小屋等、眺望、藤棚、メタセコイヤ、児童の鉢植え  

 

─ ⇔√™ │≥↓≢∆⅛  

■屋外 

[校舎全体] 動線の悪さ(18)、半地下(12)、暗さ(2)、校舎配置、汚さ、駐輪スペース不足 

[校  庭] ビオトープ(4)、芝生化希望(3)、校庭(2)、狭さ、遊具 

[プ ー ル] プール(3)、シャワーが冷たい 

[飼育小屋] 古さ 

■屋内 

[昇 降 口] １・６ 年の昇降口(4)、屋根がほしい 

[ト イ レ] トイレ(3)、校庭のトイレ(2)、誰でもトイレの設置 

[あそべえ] あそべえ(3)、統合希望 

[給 食 室] 給食室 

[家庭科室] 調理室と裁縫室を分割希望 

[教  室] 教室 

[体 育 館] 体育館(2) 

■その他 

[空  調] トイレ 

[バリアフリー等] 階段（段差）のないフラットな建物(2)、手すり 

[防  犯] 校門のセキュリティ(4)、正門を通学に開放希望、通学路の安全性 

 

─ ⌐ ⅝ ⅞√™ ⌂ │ ≢∆⅛  

第１位(13 票) 自校給食 

第２位(６票)  自然活動：ビオトープ、芋ほり、公園探検、蚕飼育 

第２位(６票)  宿泊体験：セカンドスクール、プレセカンド 

そ の 他 ： ノーチャイム(5)、異学年交流(4)、五小ソーラン(3)、運動会(3)、吹奏楽部(3)、 

あいさつ(2)、音楽のつどい(2)、地域活動(2)、学芸会、マラソン、もちつき、 

むさしのジャンボリー、おやじクラブ、あそべえ、仲良し集会、遠足、動物飼育 
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─ⱪ⁸≡™≈⌐ꜟכ№⌂√─ ⅎ⌐ ™╙─╩ ╪≢ↄ∞↕™⁹ 

第１位(63 票) 子どもは学校の水泳の授業を楽しみにしている 

第２位(56 票) 天気（雨や気温）によって水泳の授業が急に中止になるのは残念 

第３位(40 票) プールは学校の敷地内（屋外）にあるほうがよい 

第４位(39 票) 水泳の授業で泳ぎがうまくなってほしい 

第５位(33 票) 教員が毎日行っているプールの水質管理作業は負担になっていると思う 

第５位(33 票) 温水プールで授業ができるのであれば、スイミングスクールなどの外のプールに行

くのもよい 

第７位(23 票) 水泳の授業は、より専門性の高い指導を期待する 

 

─ ─╒⅛⌐ ─ⱪ⁸ꜟכ ─ ⌐≈™≡ ∂≡™╢↓≤⅜№╣┌↔ ↄ∞

↕™⁹ 

■プール設備：外部化希望(6)、シャワー温度の改善(5)、屋内プール化(4)、屋根の設置希望(2)、 

屋上設置希望(2)、清潔な更衣室(2)、屋外化希望、校内設置希望、 

プライバシー確保、水の清潔さ 

 

■利用頻度：授業が少ない(6)、夏休みの開放(3)、外部開放等 

■授業内容：技能の向上希望(4)、安全講習・危機意識(4)、楽しさ重視(3)、講師希望(2)、 

少人数希望(3)、２コマ連続希望 

■その他：水着が負担(2)、どんな授業をしているかわからない(2) 

 

∕─ ─ ⌐ ⇔≡↔ ⅜↔↨™╕⇔√╠↔ ↄ∞↕™⁹ 

■仮設校舎：敷地内で改築希望、学校生活に不安(2)、スクールバスの充実(2)、安全性 

■工事期間：竣工後見学会希望(2)、騒音配慮、長い 

■施設に対する意見：安全性(4)、明快な動線(3)、暖色の内外装(3)、セキュリティ(2)、 

オープンな校舎(2)、整形校舎(2)、清潔さ(2)、エコ(2)、 

トイレのプライバシー確保(2)、自由度の高さ、明るさ、バリアフリー、 

インターネット環境の充実、温水プール、クールダウンスペース、 

広い体育館・教室・収納・学童、エレベーター、調理室可視化、木目調、 

駐輪場、遊具、昇降口の屋根、地下広場不要、長期的な施設利用考慮 

 

ủ ▪fi◔כ♩ 

実施期間：令和４年９月５日（月）～９月９日（金） 

対象者数：41 名 

回答方法：ウェブ 

回答者数：８名（回答率 19.5％） 

 

─ ⅝⌂ ( ⇔√™ )│≥↓≢∆⅛  

第１位 (３票) ビオトープ 

第２位 (２票) 屋上 

その他：   職員室、校庭、理科準備室、眺望、空き教室、高鉄棒、花壇 

 

─ ⇔√™ │≥↓≢∆⅛  
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■屋外 

[校舎全体] 動線の悪さ(2)、狭さ 

[プ ー ル] 屋内プール化(2) 

■屋内 

[図工室] 狭さ 

[昇降口] １・６ 年昇降口(2)、狭さ 

[給食室] 地上化希望 

■その他 

[空   調] 空調(2)、ワークステーション、教室 

[その他設備] 網戸希望(2)、校内電話の全室設置希望、蛇口、空き教室希望 

 

─ ⌐ ⅝ ⅞√™ ⌂ │ ≢∆⅛  

第１位(３票) 自校給食 

第２位(２票) 異学年交流 

その他：  ノーチャイム、宿泊体験、運動会、学芸会 

 

─ⱪ⁸≡™≈⌐ꜟכ№⌂√─ ⅎ⌐ ™╙─╩ ╪≢ↄ∞↕™⁹ 

第１位(５票)： プールは学校の中にあるほうがよい 

第２位(２票)： 外部(スイミングスクールなど)の温水プールを活用して実施したほうがよい 

第３位(１票)： どちらでもよい 

 

─≤⅔╡⌐ ⇔√ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

敷地内設置希望：移動時間が多い(3)、授業回数確保に不安(2)、外部からの人員希望、 

プール掃除ロボ希望、温水管理可能な場合のみ敷地内設置希望 

外 部 化 希 望 ：管理負担の軽減、プールの面積を他の諸室に活用希望 

 

∕─ ─ ⌐ ⇔≡↔ ⅜↔↨™╕⇔√╠↔ ↄ∞↕™⁹ 

明快な動線、広い教室、昇降口の拡充・統合、図書室と昇降口の隣接希望、広い図工室、 

収納拡充、プライバシー確保、プール掃除ロボ希望 
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18%

23%

33%

26%

 ⱪכꜟ▪fi◔כ♩  

※未来の学校づくりアンケートと同時実施につき、資料４と重複して掲載している部分があ

ります。 

( 1)ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶍ   
ᴲ ᶱ ᵸᶪᶊᵡᵾᶩƎ ḟᴻḳ ᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊᴲ
ᶍ ֩ ∙ ֪ᴲ ֩ ֪ᴲ ╢ᶱ ᶊᶷḻ᷆ᴻḐᶱ ᵶᶝᵶᵾᴳ 

 

( )ᶷḻ᷆ᴻḐ  

ֹ ∙ ᶍ ᴲ ᶍ ᶍ ᴲ ╢ 

ֹ ֩ ֪ ֩ ֪ 

Gֹoogle ᶷḻ᷆ᴻḐḝᶾᴻḨ  

 

( )  וֹ
ᵊ  ɛ

2ֹ03 / 317  
6ֹ4 ð 

 
Q  ᵡᶉᵾᶍ ᶱ ᵧᶅᵮᵿᵴᵣ  G

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

Q  ᶍḟᴻḳᶊᶃᵣᶅᴲ ᵷᶅᵣᶪᵲᶇᶱ ᶲᶆᵮᵿᵴᵣᴳ¹֩ᵣᵮᶃᶆᶡ  ֪
    

 ♃ᶍ ᶎ ᵶ  r

 ᶡᶂᶇᵥᶝᵮ♃ᵱᶪᶧᵥᶊᶉᶩᵾ  r

 ▓֩ᶣ ᶊᶧᶂᶅ֪דּ ♃ᶍ ᵫ ᶊ ᶊᶉᶪᶍᶎ  

דּ  ḟᴻḳᶆ ᵫᶆᵬᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶉᶈᶍ ᶍḟᴻḳᶊ ᵮᶍᶡᶧᵣ 

ă ᶍ ᶍּד ḟᴻḳᶊ ᵮ ᶎᴲ ᶝᵾᶎḘḁᶆ┌ ᵶᶝ н

 ♃ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶍḟᴻḳᶆᶣᶩᵾ  r

 ♃ᶍ ᶎᴲḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶍ ᶊ ᵧᶅᶡᶨᵥᶍᶡᶧᵣ 

 ♃ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶍ ᶊ ᵧᶅᶚᵶ  r

 

 

 

 

 

37  

46  

67  

53  
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Q  Q2 ᶍᶚᵪᶊ ᶍḟᴻḳᶊᶃᵣᶅᴲ ᶊ ᵷᶅᵣᶪᵲᶇᵫᵡᶫᶏ ᵣᶅᵮᵿᵴᵣᴳ֩ ֪ 

 

 ᴴ ᵸᵭᶅ ᶩᵾᵮᶉᵣ  G

 ᴴ ♃ᶍ ᶎᶆᵬᶫᶏᶣᶩᵾᵮᶉᵣᴳ 

 ᴴ᷿ḫḷᴻᵫ ᵾᵣᴳ 

 ᴴḟᴻḳ᷊ᶹḑᶍ ᵫ ᵣᵪᶨᶡᵥ ᵶ ᵾᵮᵶᶅᶚᵶᵣᴳ 

 ᴴׁש ḟᴻḳᶎ ᶊ ᶉᵮ ᵫᶆᵬᶪᶍᶆׁש ḟᴻḳᶊᵶᶅᶚᵶᵣᶆᵸᴳ 

 ᴴׁש ᶱ ᵰᶅᶚᵶᵣᶆᵸᴳּפᶍ ᵶᵫ ᵮᶅḟᴻḳᶊ ᶪ ᶊᶉᶂᶅᵶᶝᵣᶝᵸᴳ 

 ᴴ ᶍḟᴻḳᶊ ᶇᵪᴲ᷉ḧᶇᵪ ᶂᶐᵫ ᶀᶅᵣᶪᵪᶨᵬᶫᵣᶉ ᶍḟᴻḳᶊ ᶩᵾᵣᶆ

ᵸ  G

 ᴴ ᶍ ┤ ᶎᵸᶍᵲᶍᶉᵪᶊ ᶣ ᶍ ᵫᵡᶂᶅ ᶉᶍᶆᴲ ☺ḟᴻḳᶍ ┤ ᶍᶧᵥᶉ ᶊ

ᵶᶅᶚᵶᵣ  G

ḟHᴻḳᶍ ᵫ ᶮᶂᵾᶨ ┤ ᶍ ᶱᵶᶅᶚᵶᵣ G

 ᴴᶡᵥ ᵶḟᴻḳᶍ ᵴᶱ ᵮᵶᴲ♃ᵱᶉᵣ ᶍᵾᶠᶊ ᶍᶧᵥᶉᶡᶍᵫᵡᶂᵾᶚᵥᵫᵣᵣᴳ 

 ᴴḘḁḇᶿḳᶱᵪᵰᶪᶇᵲᶬᵫ ᶉᵣᴳ ᶊ ᵫ ᵣ᷄ḱḁᶎᶈᶫᵫ ᶍᵪᶮᵪᶨᶉᵮᶉᶪᵪ

ᶨ ᵱᶅᶚᵶᵣ  G

ᴴ ᶍḟᴻḳᶎᴲ ᶅ ᵧ ᶱᵶᶅᶡ ᵶᶅᶚᵶᵣᶆᵸᴳ 

ᴴ ᶍḟᴻḳᶎ♃ᵯᵿᵰᶆᶎᶉᵣᶍᶆ ᵶᵣ  G

ᴴḟᴻḳᶎᴲᶉᵮᵴᶉᵣᶆᴲᵼᵶᶅ ᵧᶏ ḟᴻḳᶉᶈᶡᴲᶡᵶᶡᶆᵬᶪᶉᶨᶏᵻᶑזּ ᵧᶅᵮᵿᵴ

ᵣ  G

ᴴ ᶍḟᴻḳᶇᶉᶪᶇ ּו ᶱ ᵶᶉᵫᶨᶍ ◖ ᴲּוᶱ ᶂᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶇ ᵥᶍᶆ

ᶍḟᴻḳᶆᶍ ᵫ ᵣᶇ ᵣᶝᵸ  G

 
ᵊ  ɛ

9ֹ3 / 492  
1ֹ9ð 

    
Q ᶍḟᴻḳᶊᶃᵣᶅᴲᵡᶉᵾᶍ ᵧᶊ ᵣᶡᶍᶱ ᶲᶆᵮᵿᵴᵣᴳ֩  ֪סּ

 

 ᶈᶡᶎ ᶍ ♃ᶍ ᶱ ᵶᶞᶊᵶᶅᵣ  ᶅ

 ♃ᶍ ᶆᴲ♃ᵭᵫᵥᶝᵮᶉᶂᶅᶚᵶ r

 ֩▓ᶣ ᶊᶧᶂᶅ֪דּ ♃ᶍ ᵫ ᶊ ᶊᶉᶪᶍᶎ  

 ╢ᵫ ᶂᶅᵣᶪḟᴻḳᶍ ᶎ ᶊᶉᶂᶅᵣᶪᶇ  v

דּ  ḟᴻḳᶆ ᵫᶆᵬᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶉᶈᶍ ᶍḟᴻḳᶊ ᵮᶍᶡᶧᵣ 

ă ᶍ ᶍּד ḟᴻḳᶊ ᵮ ᶎᴲ ᶝᵾᶎḘḁᶆ┌ ᵶᶝ н

 ḟᴻḳᶎᴲ ᶍ שׁ֩ ֪ᶊᵡᶪᶚᵥᵫᶧᵣ 

 ♃ᶍ ᶎᴲᶧᶩ ᶍ ᵣ ᶱ ᵸ  ᶅ

 

 

 

 

 

 

 

Q ᵲᶍᶚᵪᴲ ᶍḟᴻḳᴲ ♃ᶍ ᶊᶃᵣᶅᴲ ᵷᶅᵣᶪᵲᶇᵫᵡᶫᶏᵳ ᵮᵿᵴᵣ֩ ֪ 
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2  

3  

4  

5  
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ᴴ ᶆᶎᴲ ┤ ♃ᶉᶈᴲ ꞌᶱ ᵧᶅᵣᵾᵿᵰᵾᶨᴲ ᶎ ᵶᵮ ᶊ ᵶᶠᶪ ᶆᶡ

ᵣᶧᵥᶊᶡ ᵣᶝᵸᴳ ᶍ ᶎ ᶨᵸ ᵫ ᵣᶇ ᵣᶝᵸᴳ 

ᴴḁ᷄ᴻḳᶊ ᶂᶅᶪ ᶇᵼᵥᶆᶉᵣ ᶍ ᵫ ᵶᵮᴲ ᶉᵣ ᶍᵾᶠᶧᶩ ♃ᶍ ᵫ ᶊᶉ

ᶂᶅᵶᶝᵣᶝᵶᵾ G

ᴴ ᶉᵣᵲᶇᶆᶎᵡᶩᶝᵸᵫᴲ ᶍ ᵫ ᵮ ♃ ᵫᵪᶉᶩ ᶂᶅᵶᶝᵣᴲᶇᶅᶡ ᶆᵶᵾᴳ 

ᴴⱴ ᶆᶍזּ ᴲ ᶎ ḙḻᵿᵰᶉᶍᶆ ᶱ ᵺᵾᵫrᴲ ᶡᵣᶉᵣᶍᶆ ᵺᵹᶨᵣ G

ᴴ ᵶᵫ ᶊᶉᶪᶍᶆᴲׁש ḟᴻḳᶆᶉᵮᶅᶡ ᵣᶇ ᵥᴳ 

ᴴ ┤ ᵫ꜠ᵣᵪᶨ ᶊ ᵫ ᶫᶅᵣᶅᶚᵶᵣᴳ ┤ ᵫ ᵮᶅ∆ᵣᴳ 

ᴴ ᶍḟᴻḳᶊ ᶍ ᵫ ᶅᶚᵶᵣᶆᵸᴳּפ ᶞᶡᶣᶂᶅᶚᵶᵣᶆᵸᴳ 

ᴴ ᶎᵡᶪ ᶊᵶᶅᶚᵶᵣᴲ ᶍ ᶊᵸᵯᶊ᷊ᶹḂᶷᶻḐᵶᶅᵶᶝᵥᵾᶠᴳ 

ᴴ ᵰᵶᶉᵣᶧᵥᶊׁש ḟᴻḳᴲᶡᵶᵮᶎ ⌐ ᶆᶡׁש ᶱᶃᵰᶅᶚᵶᵣ֩╗ ᶍᶧᵥᶉ֪ᴳ 

ᴴ᷿ḫḷᴻᵫ ᶆ ᶍᶧᵥᶊ ᵾᵣᶇᶍᵲᶇᶉᶍᶆᴲּד ᶊ ᵣᵫᶚᵶᵣᴳ 

ᴴ ᵫדּ ᵸᵭᶅ ᶫᶉᵣᶍᶎᴲᶉᶲᶇᵪᶉᶨᶉᵣᶍᵪ§ 

ᴴ ᶎ ᶣ ᶆדּ ᶊᶉᶪᵲᶇᶡ ᵮᴲ ᶊ ᵫᶆᵬᴲ ᶍ ᶡ ᶪᶉᶨᶏᴲ

≠ ᶡ ᵣᶇ ᵥ  G

ᴴ ᵫ ᵣᴳ╗ ╗ ᶊ ᵫ ᵬ ᵮᶍᵪ ᵫᵪᶩᴳ 

ᴴḟᴻḳ᷊ᶹḑᶊ ☼ᵫᶉᵣᶇּס₱ ᴳ 

ᴴᶣᶎᶩ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣ ᵫ ᶉᶍᶆᴲ ᶇᵶᶅᶡᶂᵾᵣᶉᵴᶱ ᵷᶝᵸᴳ 

ᴴ ┤ ᶱ ᶂᶅᶚᵶ  r

ᴴ ᶍ ᵫ ᶉᵣᶇ ᵥᴳּפ ᶞ ᶡᶡᵥ ᵶ ᶱ ᶣᵶᶅᶚᵶᵣᴳ 

ᴴ ᵿᵰᵫ ᵸᶪᶍᶎ ᶉᶍᶆᴲ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶨ ᶲᶆᶡ ᵣᶍᶆᴲ ᷄ḱḁᶱ

ᶫᵾᶨ ᵿᶇ ᵣᶝᵸ  G

ᴴ ᶉᶈᶍ ᶱḣᴻḨḢᴻḀᶆᵵᶂᵮᶩᶆᵣᵣᶍᶆ ᶨᵺᶅᶚᵶᵣᴳּ֩פ ᶞ֪ 

ᴴḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶊ ᶮᶉᵮᶅᶡ♃ᵱᶪᶧᵥᶊ ᵶᶅᶚᵶᵣᴳ 

ᴴ ᶊḟᴻḳᶱ ᶫᶉᵣᶍᶆᵡᶫᶏᴲ ᶱ ᵶᶅḟᴻḳᶍ ᶎᶉᵶᶆᶡ ᵫᶉᵣᶍᵪᶉᴲḟ

ᴻḳᵫᶉᵣ ᶣ └ᶱ ᵧᶅᵣᵮᵲᶇᵫ ᶉᶍᵪᶉᶇᵣᵥ ᵣᶆᵸ G

ᴴ ╓ḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶉᶈᶇ ᵶᶅᴲ ᶆ ᵶᵮᴲᵼᶫᵽᶫᶍ♃ᵭᶍḴḡḳᶊᵡᶂᵾ ᵫ

ḁḪᴻḳḁḎḋḟᶆᶆᵬᶫᶏ ᵣᶍᶆᶎᶉᵣᵪᶇ ᵥᴳḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶊ ᶱ≠ ᵶᶅᵣᶪ

ᶡᵡᶪᶧᵥᶉᶍᶆᵼᶫᶆᶡᶧᵣᶍᶆᶎᶉᵣᵪᶇ ᵥ G

1H ᵿᶇḘḇḘḇᶉᶍᶆᴲ ᶉᵮᶅ 2ɟ ᶇᶂᵾ ᵫ ᵣᶇ  v

ᴴḟᴻḳᶍ ᵫᵡᶪ ᶎ 1 ᶎ ᶱᵡᵰᶅᵣᵾᵿᵰᶪᶇ ᵪᶩᶝᵸᴳḘḁḇᶿḳᶉᶈᶱ

ᵶᶅ ᵪᵸᶍᶎ╗ ᶆᶎ ᶝᵺᶲ  G

ᴴ ᶊ ᶊᵡᶂᵾᶡᶍᵫᴲ ᶊᶎᶉᵮᶉᶂᶅᵶᶝᵥᶍᶎᶇᶅᶡ ᶉᶍᶆᴲḟᴻḳᶎ

ᶊ ᵶᶅ ᵶᵣᶆᵸ  G

ᴴḟᴻḳᶎ ᶊ ᶊ ᶆᵸᴳ ᶎᴲ┌ ᶊ ᶡᵪᵪᶩᴲ↨ ᶡ ᶆᵸᴳ 

 

ᵊ ╢ ɛ
2ֹ 3 / 41  

5ֹ6 ð 
    

Q ᶍḟᴻḳᶊᶃᵣᶅᴲᵡᶉᵾᶍ ᵧᶊ ᵣᶡᶍᶱ ᶲᶆᵮᵿᵴᵣᴳ֩¹ᶑᶇᶃᵿᵰ֪ 

 

 ḟᴻḳᶎ ᶍ ᶊᵡᶪ ᵫᶧ  r

 ֩ḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶉᶈ֪ᶍּד ḟᴻḳᶱ ᵶᶅ ᶱ ᵶᵾ ᵫᶧᵣ 

ḩ Ḳ ḋḐֹ ᶊ █ᵴᶫᵹ ᶱ ᶆᵬᶪᴲ ᶍᶹḻḁḐḱ᷄ḇᴻᶍ ᶱ ᶅ ᵫᶆ

ᵬᶪᴲ ╢ᶊᶧᶪḟᴻḳᶍ ᵫ ᶇᶉᶪ G

ḏḩḲḋḐֹ ᶝᵾᶎḘḁᶊᶧᶪ┌ ᵫ ᴳ ᶍ ᴲ ᴲ ᶎ ᵴᶫᶪ֩

ᶍ ᶈᵩᶩᶊᶎᶉᶨᶉᵣ֪ G

ă ᶎ ∞ᴲ 50 ᶆ ᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸ G

ă ᶍּד ḟᴻḳᶱ ᵶᶅ ᶱ ᵥ ᶎ ᶊḟᴻḳᶎᶃᵮᶩᶝᵺᶲᴳ 

ă ᶇᶉᶪ᷈ḁḐᶎ6Ǝ0 ᶆ ᵸᶪᶇ ᶇ ᶆ ᵬᵮᶎ ᶮᶩᶝᵺᶲᴳ 

 ᶈᶀᶨᶆᶡᶧ  r
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Q ᶱ ᶲᵿ ᶱᵳ ᵮᵿᵴᵣ  G

ᵊ  ḟᴻḳᶎ ᶍ ᶊᵡᶪ ᵫᶧᵣᶱ ᶲᵿ  ɛ

ᴴ ᶆ ᵸᶘᵬ ᶆᵡᶪ∙ ᴲ ᶊḟᴻḳᵫ ᵴᶫᶪᶍᶎ ᵿᶇ ᵥᴳ 

ᶝᵾᴲ ᵫᵭᶂᵶᶩᶇᶃᶝᶂᵾ ᶍ ᵿᶇᴲ ᶊᵡᶪḟᴻḳᶱ ᵸᶪᶥᶇᶩᶇ

ᶎᶉᵣᵪᶨ  G

ᴴ ᶣꜞ ᶱ ᶆ ᶆᵬᶪᶡᶍᵫ ᶩ ᵰᶨᶫᶪᶉᶨᴲ ᵫᶧᵣᴳ 

ᵼᶫᵫ ᵶᵣ ᶎᴲᶈᶀᶨᶆᶡᶧᵣᴳ 

ᴴḟᴻḳ ᶍ ᶎᵡᶪᵫᴲḟᴻḳḵḤᶱ ᶆᵬᶫᶏᴲ ᶎᵪᶉᶩ ᶪᶇ ᵥᴳ 

ᴴ ᶣḘḁᶆꜛ ᶍḟᴻḳᶊ┌ ᵸᶪ ᶣᴲ ᶆ ᵫ ᶇᶘᶅ ᶂᶅᵶᶝᵥᵲ

ᶇᶱ ᵧᶪᶇᴲ ᶍḟᴻḳᶆ ♃ᶍ ᶱ ᶆᵬᵾ ᵫᶧᵣᶇ ᶂᵾᵪᶨᴳ 

ᴴ 5 ᶍ ᶧᶩᴲ ᶆ10 ᶪ ᵫ ᶍ♃ ᶊᶃᶉᵫᶪᴳ ᶍ ╢

ᶱ ᶍ ᶆᵩ ᵣᵶᵾᵣᶆᵸ  G

ᵊ  ᶍּד ḟᴻḳᶱ ᵶᶅ ᶱ ᵶᵾ ᵫᶧᵣᶱ ᶲᵿ  ɛ

ᴴḟᴻḳ ᶊᴲ ᶍ ( ᶣ )ᶱ ᵶᵾ ᵫᴲ ╔ ᵫוֹ ᵣᵪᶨ G

ᴴ ᶊ █ᵴᶫᶣᵸᵮᴲ ᶡᵡᶂᵾᵪᶨᴳ ᵫ ᵿᵪᶨᴳ 

ᴴ ᶈᶡᵾᶀᶊᵶᶂᵪᶩᶇ♃ ᶱᶃᵰᶪᵾᶠᴳ 

ᴴ ᶣᵪᵾᶄᵰᴲ ᶍ ᶉᶈᴲɥ ᶪᵲᶇᵫ ᵮ ╢ᶍ ᵫ ᵣ  G  

   

 ḟᴻḳᶎ ᶍ ᶊᵡᶪ ᵫᶧ  r 13  57 ð 

 ֩ḁᶹḧḻ᷅ḁ᷄ᴻḳᶉᶈ֪ᶍּד ḟᴻḳᶱ ᵶᶅ

ᶱ ᵶᵾ ᵫᶧ  r
7  30 ð 

 ᶈᶀᶨᶆᶡᶧ  r 3  13ð 
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  ▪fi◔כ♩  

 

目  的：建物配置検討のため、複数の配置計画案に対する近隣住民からの意見収集 

実施期間：令和４年 12 月１日（木）～12 月 12 日（月） 

対 象 者：第五小の敷地境界から現在の建物高さの２倍の範囲内（約 28ｍ）の居住者、事業を営ん

でいる方、土地・建物の所有者（272 名） 

回答方法：ウェブ、FAX、郵送 

回答者数：68 名（回答率：約 25％） 

 

 ≤─⅛⅛╦╡  

子ども家族が通学している/通学予定 ７票 

卒業生、家族が卒業生 ５票 

その他（投票所、落ち葉清掃、近隣など） 14 票 
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 ┼─↔  

 
 

 

 

 

 

 

 

賛成

反対

得票数（比率）

合計68

・西道路が狭いので車入口反対（３）

・日影が落ちる（２）

・以下１名意見（１）

　視線対策してほしい

・西道路が狭いので車入口反対（２）

・日影が落ちる（２）

・以下１名意見（１）

　視線対策してほしい

　日影が落ちる

　プールと体育館が遠い

　角度が振れている

　日が入らない教室がある

主なご意見

・現状と同じがよい（８）

・校庭の日当たりがよい（２）

・以下１名意見（１）

　公園に開けている

　ビオトープと校庭が近い

　地域子ども館と校舎が別だと通いやすい

　

・現状と同じがよい（４）

・校庭の日当たりがよい（２）

・以下１名意見（１）

　人と車の入口が離れていてよい

　ビオトープと校庭が近い

　プールと校舎が近くてよい

　

14.5（21%） 15（22%）

29.5（43%）

配置図

①－1 体育館西側 ①－2体育館北側

① 西側校舎配置案

 ∕─ ↔  

・落ち葉清掃に感謝（２） 

・歩道状空地が嬉しい 

・校舎使わせてもらって感謝 

・地域連携の充実希望 

・東西の貫通通路希望 

・自校給食の継承 

・５小通りの交通規制時ポール設置 

・校庭の砂埃対策（芝生、熱対策等）（４） 

・工事騒音・埃対策希望（２） 

・ビオトープの虫対策希望（２） 

・５小公園の改善と落ち葉対策（２） 

・音楽がいつも同じ変えるか小さく 

・南側塀の改善と避難経路確保 

・プールの音と視線の対策希望 

・カラスがうるさい 
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※計算方法：〇と△をおおむね賛成とし、 

〇：50 名 x1.0=50  

△：4 名 x0.5=2  

未回答：21 名 x1.0=21 

  

・西道路が狭いので車入口反対（２）

・北側教室にに反対（２）

・以下１名意見（１）

　日影が落ちる

　

・現状と変わる（４）

・校庭が日影になる（１０）

・視線対策希望（２）

・砂埃が増える（２）

・東の車入口が危険（２）

・以下１名意見（１）

　校庭とビオトープが遠い

　桜が校舎の影になる

　圧迫感が増える

　遊具が近くなりうるさい

―

―

・現状と同じがよい（２）

・校庭の日当たりがよい（４）

　内校舎の日当たりが良い（２）

　西側道路への日当たりがよい（１）

・以下１名意見（１）

　平面が面白い

　

・以下１名意見（１）

　日影が減る

　プールと体育館が近くてよい

12.5（18%）

―

10（15%） 21（31%）

②北側校舎配置案 ③南側校舎配置案 未選択
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アンケート添付資料 
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☻►ⱪfiⱢכ○   
 

内  容：令和４年 12 月に実施した近隣アンケート結果及び新校舎配置案の高さ・日影等について

の説明（オープンハウス形式） 

実施日時：令和５年１月 21 日（土曜日） 午後２時～午後４時 

１月 23 日（月曜日） 午後６時～午後７時 45 分 

対 象 者：第五小の敷地境界から現在の建物高さの２倍の範囲内（約 28ｍ）の居住者、 

事業を営んでいる方 

参加者数：令和５年１月 21 日（土曜日） 12 名 

１月 23 日（月曜日） ２名 

 

主なご意見： 

・校舎北側に居住し、1961 年から長きに渡り冬期間の日影に我慢してきた。今回、日照改善を期待

したが、現状とほぼ変わらないことが分かった。理由は、３階から４階にしたことと、校庭を広

くしたことのようだ。 

・現在３階から４階にする根拠は何か。 

・校庭が狭すぎて困っている話は聞いたことがない。校庭のトラックを１ｍ広げることで、北側の

住民の日照を犠牲にする案には納得できない。 

・防災の観点からも北側の通路の幅を広げることと、１ｍでも建物の高さを低くし、日照を少しで

も確保するように対策を講じてほしい。 

・北側校舎との距離を極力とってほしい。圧迫感がある。 

・新しい世帯が学校に関わりやすいハードをしっかりつくってほしい。参加のバリアを下げたい。

地域の団体にシルバー世代や若者が参加しやすく、伝統行事等を行いやすい学校にしてほしい。 

・文科省の新たな教室・ＯＳを使いこなせるか心配。現場の先生とのコミュニケーションをしっか

り行ってほしい。 

・体育館の防音をしてほしい。 

・南側のプール部には施錠された校庭につながる避難通路を改築後も確保してほしい。 

・調理室の匂いと音に配慮してほしい。 

・桜の木の花びら・葉が入り、苦労している。切ってほしい。 

・木は残した方が良い。 

・木の管理をしてほしい。 

・プール周りの記念樹は残すのか。 

・塀を直してほしい。 

・ビオトープの蚊対策等を考慮頂きたい。 

・ビオトープの土がふくらんでいる等の問題を早く修繕してほしい。 

・カラス対策をしてほしい。 

・工事の振動と埃が心配だ。 
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あ行 

ＩＣＴ（アイシーテ

ィー） 

「Information and Communication Technology」の略で、情報・通信に関す

る技術の総称。具体的には、コンピュータ、タブレット端末、プロジェクタ、

電子情報ボード、実物投影機、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のハ

ードウェアや、ネットワーク、映像資料等のソフトウェア等を指す。 

あそべえ 

文部科学省が所管する「放課後子ども教室」の武蔵野市での名称。 

保護者を含めた地域社会全体で子どもを育てるという考え方に基づき、小学生

の放課後を充実させるための施策の一つとして、早朝、放課後、学校長期休業

中に学校の教室、校庭、図書室を利用した開放事業を行い、小学生の安全な居

場所を提供し、異年齢児童の交流を図っている。 

インクルーシブ教育 

『障害者の権利に関する条約』（日本は平成 26（2014）年に批准）の第 24 条

に書かれている理念で、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであ

り、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域

において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」

が提供されること等が必要とされている。インクルーシブ教育システムにおい

ては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに応え

る指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされ

ている。 

屋内運動場 体育館について、法令上での名称。 

オストメイトパック 

直腸ガンや膀胱ガンなどにより、臓器に機能障害を負い、腹部に人工的に排泄

のための孔（ラテン語でストーマ）を造設させた人を「オストメイト」とい

い、オストメイトの方がストーマ装具や汚物を洗うための汚物流し、汚れた腹

部を洗うことができる水栓器具などの機能を備えたトイレ設備のこと。 

大人用ベッド 

多目的シート、大人用おむつ交換ベッドなどとも呼ばれ、乳幼児等のおむつ交

換のために設置するベビーシートとは異なり、大人も横になれる大型のシー

ト。主にバリアフリートイレ内に設置され、障害のある方のおむつ交換等に利

用されるほか、高齢者や子ども連れの方など、多くの方が多目的に利用でき

る。 

おもいやりルーム 

災害時に避難所が開設された際に、専門的なケアは必要ないが一定の配慮が必

要な避難者のために、一般の避難スペースとは別に独立して設置する部屋。武

蔵野市の地域防災計画において位置づけられている。学校においては、アクセ

スの良い１階の教室等が想定されている。 

か行 

学校図書館 図書室について、法令上での名称。 

学校 110 番 
非常ボタンを押すと警視庁通信司令室に自動的に通報され、警察官が駆け付け

るシステム。 
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教育相談室 

学校において子どもたちや保護者の教育相談に対応する心理を専門とする臨床

心理士を配置し、相談に対応できる部屋。臨床心理士としての呼び名はスクー

ルカウンセラー、教育相談員の２種類があり、スクールカウンセラーは東京

都、教育相談員は本市が配置している。 

躯体 

建築物の構造体のこと。構造躯体という場合は、建築構造を支える骨組みにあ

たる部分のことで、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい

等）、床版、屋根版、横架材（梁など）などをいう。 

グループ学習 

クラスの児童生徒をいくつかのグループに分け、グループの成員の協力によっ

て進められる学習法。 

児童生徒が自ら主体的に、他の児童生徒たちとともに学習活動に参加し、協力

的に活動し、体験するような能力や資質を育成するために、児童生徒が自分で

「感じ、考え、行動する」することが求められる。 

建築面積 
建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積

（建物を真上から見たときの外周で求めた面積）。 

建ぺい（蔽）率 
敷地面積に対する建築面積*の割合。用途地域で上限が定められるほか、敷地

や建物の条件等により、追加または緩和される場合がある。 

高度地区 

用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築

物の高さ制限*を定める地区。本市では、日照・通風・採光等を確保し、北側

敷地への影響をやわらげるため、建築物の各部分の高さを北側境界からの距離

で制限している。 

校務センター 

本計画では、チーム学校を実現するために、教員や事務職員などの執務エリア

を一体的に整備し、連携やコミュニケーションを取りやすく、円滑な校務を実

現できる職員室等の管理諸室を指します。 

※「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学

校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事を指し

ます。 

こどもクラブ 

国が定義する、放課後児童健全育成事業「学童クラブ」（厚生労働省所管）

の、武蔵野市での名称。 

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、授業の終了後に適切な遊び及

び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。 

個別学習 
一定の目標を全ての児童生徒が達成することを目指し、個々の児童生徒に応じ

て異なる方法等で学習を進めること。 

さ行 

斜線制限 

敷地北側、道路や隣地の日照、通風、採光等を確保するため、建築物の各部分

の高さを制限する規定。「北側斜線」、「道路斜線」、「隣地斜線」、「高度斜線」

などがある。 
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習熟度別・少人数指

導 

各教科等の授業において、例えば、1 つの学級を習熟度別に 2 つのグループに

分けたり、2 つの学級を 3 つのグループに分けて少人数で授業を行う授業形

態・方法である。 

1 つのグループを少人数にして指導を行うことにより、児童生徒一人一人に対

してきめの細かい指導を行うことが可能となり、そのことによって指導の効果

を高めることをねらいとして実施するものである。 

新ＪＩＳ規格の机 

教室用机の天板サイズのＪＩＳ規格（日本産業規格）のこと。1999 年に旧Ｊ

ＩＳ規格（幅 60ｃｍ×奥行き 40ｃｍ）から新ＪＩＳ規格（幅 65ｃｍ×45ｃ

ｍ）に改正された。 

スケルトン・インフ

ィル 

建物のスケルトン（柱・梁・床等の構造躯体*）とインフィル（内装・設備

等）とを分離した工法。内部の間仕切り、設備部分は自由に変更可能であり、

将来の用途変更が可能となる。 

ＺＥＢ（ゼブ） 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、快

適な室内空間を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を

ゼロにすることを目指した建物のこと。 

一次エネルギーとは化石燃料などを原料としたエネルギーで、これを変換・加

工し、普段使用している都市ガス、灯油、電気などの二次エネルギーが作られ

る。二次エネルギーはそれぞれ単位が異なるが、一次エネルギー消費量に換算

して共通単位にすることで、まとめて評価することが可能となる。 

ゾーニング 空間（部屋や区画）を用途別に分けて配置すること。  

た行 

高さ制限 

建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めるこ

と。具体的には、「絶対高さ制限」「道路斜線制限*」「隣地斜線制限」「北側斜

線制限」「日影規制」がある。 

地域子ども館 

武蔵野市においては、放課後児童対策として行っている自由来所型の放課後子

ども教室「あそべえ」と、放課後児童健全育成事業「こどもクラブ」の連携を

強化し、ふたつの事業を合わせて「地域子ども館」として（公財）武蔵野市子

ども協会に委託し、運営を行っている。 

チーム学校 

多様化・複雑化する課題に対し、教員以外の専門人材と連携・分担して対応す

ることで、教員が本来業務である教育指導に注力できるようにする体制を示す

言葉。多様な人材の参画を可能とする連携・協働体制や学校の組織全体を効果

的に運営するためのマネジメントが必要となる。平成 27(2015)年、中央教育

審議会が答申した。 

チームティーチング 

数名の教師がチームを作り、複数学級の児童を弾力的にグループ分けしながら

行う授業の形態。２学級担当の教師が進める授業に、その教師とチームを組む

他の教師が入り、児童の習熟度などに合わせて担当教師を助力しつつ行う授業

の形態。 
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特別支援教室 

通常の学級に在籍する情緒障害等（高機能自閉症、アスペルガー症候群、注意

欠陥多動性障害、学習障害等）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、

一部特別な指導を必要とする児童生徒に対し、障害の状態に応じて自立活動の

指導を行うための教室。指導教員が各校を巡回し、指導を行う。 

は行 

日影規制 

周囲の敷地の日照を確保することを目的として、冬至の日を基準にして、一定

時間以上の日影が生じないよう、建築物の高さを制限するもの。「日影による

中高層の建築物の制限」の略。 

延床面積 建築物における、各階の床面積の合計。 

パッシブ 

「パッシブデザイン」のことで、機械的な手法によらず、建築的に自然エネル

ギーをコントロールすることで、建物の温熱環境を整えようとする手法。反対

語は「アクティブデザイン」。 

バリアフリー 
原義は「障害・障壁のない」という意味。日常生活や社会生活における物理

的、心理的な障害や、情報に関わる障壁などを取り除いていくことをいう。 

バリアフリートイレ 

高齢者、車椅子使用者、乳幼児連れや妊婦、排泄器官障害者など、さまざまな

人が利用しやすいように設計されたトイレ。従来は多機能トイレと呼ばれてい

た。 

ビオトープ 

本来、生物が互いにつながりを持ちながら生息している空間を示す。特に近

年、開発事業等によって環境の損なわれた土地や都市内の空き地、校庭等に、

生物の生息・生育環境空間を整備したものを指すことが多い。現在、武蔵野市

では全小学校に水辺空間を中心としたビオトープを設置している。 

非構造部材 
柱、梁、床などの構造体ではなく、天井材や外壁（外装材）など、構造体と区

別された部材。 

一人一台端末 

市教育委員会では、「生きる力」を支えるあらゆる学びの基盤である、必要な

情報を取り出したり、自分の考えをまとめたりするなどの言語能力や、情報技

術を手段として学習や日常生活に活用できるようにする情報活用能力の育成を

図るため、令和３年度から子どもたち一人一人が使う学習者用コンピュータと

して、タブレット型パソコンを導入している。 

複合化 

複数の機能を一つの施設内に集約する公共施設マネジメント手法の一つ。公共

施設の総床面積を縮小し、更新・維持管理費の縮減につなげるだけでなく、そ

れぞれの機能に相乗効果と付加価値を与えるメリットがある（例：学校教育施

設である学校内に、防災施設である防災倉庫を設置する）。 

防火地域 
建築物の密集している市街地において、不燃化を図り、火災の危険を防除する

ために建築物の構造を制限するもの。 
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や行 

ユニバーサルデザイ

ン 

年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできるだけ多くの人が

利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立って、快適な環境とす

るようデザインすること。 

容積率 
敷地面積に対する延床面積の割合。用途地域で上限が定められるほか、敷地や

建物の条件等により、追加または緩和される場合がある。 

用途地域 

都市計画法に基づき、都市地域の土地利用の合理的利用を図り、市街地環境の

整備、都市機能の向上を目的として、建築物の建築を用途や規模などにより規

制する制度。 

ら行 

ラーニングコモンズ 

本来は図書館などに設けられる総合的な自主学習のための環境で、ＩＣＴ機器

や学習スペースなどを備え、従来からある書籍の閲覧だけでなく、グループ学

習や討論会などさまざまな学習形態の活用に対応するためのスペース。本市の

改築後の学校においては、従来の学校図書館、パソコン教室に、多目的室の機

能などを加えた総称として用い、学習の中心として位置づけることを検討して

いる。 

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラ

ス 

２枚のガラス間に空気層を設けた複層ガラスとし、表面に特殊な金属膜をコー

ティングしたガラスを用いることで、太陽の熱を反射し、暖房で暖めた部屋の

熱を吸収する。夏の暑さを和らげ、冬の暖房効率を高め、室内の快適性向上に

つながる。Ｌｏｗ－Ｅとは“Low Emissivity”「低放射」の意味。 

 

 

 


